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2026年度中に認定の取得を希望されるお客さまへ 

 

 平素は，弊社事業に格別のご高配を賜り，厚くお礼申し上げます。 

 さて，2026 年 4 月 1 日に「2026年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について」 

が資源エネルギー庁より公表されたことを踏まえ，2026 年度中に認定の取得を希望される低圧再エネの申

込について，下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 低圧再エネ申込みのご提出時期 

 2026 年度中に認定の取得を希望される場合は，国の審査期間を考慮した上で認定申請を行う必要があり

ます。資源エネルギー庁より，発電設備の出力区分ごとの認定申請期限日が公表されたことから，2026 年

度中の認定取得を希望される低圧再エネ申込みについては，以下の申込期限日までに余裕をもってお申込

みいただきますようお願いいたします。なお，「なっとく！再生可能エネルギー」に公表されているとおり，

太陽光 10kW 未満および太陽光 10kW 以上（屋根設置）区分における 2026 年度の適用単価は，2027 年度

においても据え置きとなります。このため，仮に 2026 年度中に認定取得に至らなかった場合であっても，

翌年度の単価変更はございませんので，内容をご確認のうえ，計画的にお申込みください。 

＜2026 年度中に認定を受ける場合＞ 

※ 屋根貸し全量太陽光を含みます。 

 

２ 留意事項 

（1） お申込みは，インターネット申込でのご提出をお願いいたします。詳細および必要書類につきまし

てはこちらからご確認ください。ご不明な点がございましたら，お近くの弊社窓口までお問い合わ

せください。 

（2） 申込期限日までにお申込みをいただいたとしても，混雑状況や申込いただいた場所・条件等によっ

ては，認定申請期限日までに接続契約を締結できかねる場合がございますので，申込書類一式が整

い次第，速やかに提出をお願いいたします。 

（3） 必要事項の不足や不整合などで，弊社の受付および設計が実施できない場合は，原則としてお申込

みを一旦お返しさせていただきますので，申込期限日までに再度お申込みいただきますようお願い

いたします。必要書類や必要事項は，「低圧発電設備の接続申込みにおける必要事項について」をご

確認ください。 

以 上 

発電設備 弊社への申込期限日 

太陽光 10kW 以上 50kW 未満※・風力・水力・地熱・バイオマス 2026 年 10 月 9 日（金） 

太陽光 10kW 未満 2026 年 10 月 23 日（金） 

お 客 さ ま へ の ご 案 内 
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